～福祉機器貸出事業～
借 用 書(車いす)
１．借用物品　〔物品番号　　　　　〕
             
２．借用事由　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

３．借用期間　令和　　年　　月　　日～
　
              令和　　年　　月　　日(最長1年)

              上記により、福祉機器を借用します。
　　　　　　　　　社会福祉法人黒石市社会福祉協議会　殿

　　　　申請年月日　　令和　　年　　月　　日　　　

        使用者住所　　黒石市　　　　　　　　　　　

　　　　申請者氏名　　　　　　　　㊞℡　　　　　　

　　　　使用者氏名　　　　　　　　㊞℡　　　　　　

	
	■■■必ずお読み下さい■■■
	

	
○本事業は貸出のみですので、原則として車いすの運搬は借りる方にお願いします。
○使用後、返却される時は、汚れをきれいに拭きとり、市販の消毒薬で消毒してお返し下さい。
○車いすに経年による破損以外の損傷や紛失等の事故が発生した場合は、借りた方の責任でご負担していただきます。
○車いすの借用は最長１年とし、それ以後も使用される場合は、再度、申請手続きをしていただきます。
○申請者が同居の家族以外の場合は、申請者も借用書のコピーを保管するなど利用終了時に返却忘れの無いようお願いします。
○申請代行をケアマネージャーが行う場合は、事業所として申し込んで下さい。
○問い合わせ・不明な点は下記までご連絡下さい。
黒石市社会福祉協議会　℡５２-２６７４
                                    　担当者　　　



	会 長
	常 務
	局 長
	次 長
	係 長
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